
錦 江 町 農 業 委 員 会 １ ０ 月 総 会 議 事 録 

 

○ 開催日時 平成２６年１０月２０日（月） 午後２時００分から 

 

○ 開催場所 錦江町 庁議室 

 

○ 出席委員（２０人） 

会長      １番  宿利原勝吉 

代理      ２番  基  岸澄 

委員      ３番  厚ケ瀬博文 

〃       ４番  水流 豊美 

〃       ５番  平原  栄 

〃       ６番  東郷 輝昭 

〃       ７番  毛下 利美 

〃       ８番  寺田 郁哉 

〃       ９番  安水 純一 

〃      １０番  牧原  昇 

〃      １１番  元丸 敏朗 

〃      １２番  鍋  康博 

〃      １３番  徳永 哲朗 

〃      １４番  貫見 和洋 

〃      １５番  畠中 正秋 

〃      １６番  黒瀬  正 

〃      １７番  鳥越 秀一 

〃      １８番  樋渡 俊信 

〃      １９番  鈴  一麿 

〃      ２０番  本釜 好子 

 

欠席委員   なし 

 

事務局職員  事務局長 窪 和人  書記 折久木まり子  書記 中野好太郎 

  



 

○議事日程 

 １、開会 

 ２、農業委員憲章朗読 

 ３、会長あいさつ 

 ４、議 事 

  第１ 議事録署名委員の指名 

  第２ 会務報告 

  第３ 附議事項 

     議案第２２号  農業経営基盤強化促進法第１３条第４項の規定による農用地利 

             用集積計画（利用権設定）の錦江町長に対する要請について 

     議案第２３号  非農地証明願について 

      

  



 

議 長  只今より平成２６年度１０月錦江町農業委員会総会の議事を開会いたします。 

 本日の総会の出席は全員出席であり、錦江町農業委員会会議規則第８条の規定

により、総会は成立していることをお知らせします。 

 

それでは、錦江町農業委員会会議規則第２３条第２項の規定により、本日の会

議録署名委員に ８番 寺田委員と ９番 安水委員を指名いたしますので、よろし

くお願いします。 

 

議 長 次に、会務報告についてを議題とします。 

事務局から報告と説明をお願いいたします。 

 

事務局 それでは１０月の会務報告をいたします。 

１０月１日ですが鹿児島市において農地中間管理事業推進市町村担当者会議

が開催され、私の方で参加いたしました。 

県内各地の状況等が報告されましたが、未だ多くの市町村が機構への集積は進

んでいないような状況でした。 

６日、鹿屋市において、大隅地区農業委員会連絡協議会事務局長会議が開催さ

れました。 

来年度の協議会負担金、会長・局長県外研修について協議がされたところです。 

７日、県庁で、農山漁村再生エネルギー法に関する説明会が開催されました。 

この法律が平成２６年５月に施行されたことに伴いまして、市町村が１種農地

の耕作放棄地等を含めて再生エネルギー基本計画を作成し承認された場合には、

転用の許可がされたものとして取り扱うということでした。 

９日、自作農財産現地調査がありました。 

１０日、鹿児島市において農地転用実務担当者研修会が開催されました。 

１５日、鹿児島市において農業委員会農地・組織担当者研修会が開催されまし

た。 

１６日、秋まつり実行委員会・運営協議会が開催されました。 

１７日、非農地証明願いが出ているものについて、現地調査を行いました、 

２０日、定例総会５時からは認定農業者と語る会及び交流会がありますので、

出席方よろしくお願いいたします。 

２４日、鹿児島市において、県農業者年金協議会第２回理事会が開催されます。 

以上です。 

 

議 長 只今の会務報告について、質問はありませんか。 

 



１０番 

牧原委員 

この９日の自作農財産現地調査というのは、これはどういうこと。 

 

事務局 これは昔、食糧安定供給事業で払い下げ地に国有地が残っていて、農道であっ

たりとかして、それを県が毎年１回管理がされているかというのを確認に来るん

ですが、それに同行したところです。 

 

議 長 他にありませんか。 

無いようですので、以上で会務報告を終わります。 

それでは附議事項に入ります。 

 

議 長 「議案第２２号 農業経営基盤強化促進法第１３条第４項の規定による農用

地利用集積計画（利用権設定）の錦江町長に対する要請について」を議題としま

す。 

お諮りします。 

会議資料のとおり、今回は５１筆の利用集積計画について審議しなければなり

ませんので、事務局の説明と担当調査員の報告、質疑を４回に分けて行い、その

都度議決したいと思いますが、ご異議ありませんか。                                                                                                                             

 

委 員 （委員の中から「なし」の声） 

 

議 長 異議なしと認めます。 

それでは、議案第２２号のうち、受付番号１５７号から１６４号までを議題と 

します。 

 事務局の説明をお願いいたします。 

 

事務局 それでは、議案第２２号のうち、受付番号１５７号から１６４号までを説明い 

たします。 

 まず、受付番号１５７号の貸し人はＯ・Ｍさん、Ｈ自治会在住の方です。 

 申請地は、田代麓字立神５，１５０番５８、地目は田、地籍は１，０１４㎡で

す。 

 貸付期間は、平成２６年１２月１５日から平成２９年１２月１４日までで、小

作料金は米１俵となっています。 

 借り人は、Ｎ・Ｋさん、Ｈ自治会在住の方です。 

 経営状況は、世帯員２名、従事者２名、自作地８，８２４㎡、小作地１３，７

３９㎡で、水稲、露地野菜を主体とした経営をされています。 

 農業従事日数は２８０日で、農業機械の所有状況は、トラクター、田植機、バ

インダー、ハーベスター各１台となっています。 

 担当調査員は、６番 東郷委員です。 



 次に、受付番号１５８号の貸し人はＴ・Ｓ［さん、Ｓ自治会在住の方です。 

 申請地は、 田代川原字平石前１７０番、地目は田、地籍は５８７㎡です。 

貸付期間は、平成２６年１２月１５日から平成３１年１２月１４日までで、使

用貸借のため、小作料金はありません。 

 借り人はＯ・Ｋさん、Ｈ自治会在住の方です。 

 経営状況は、世帯員２名、従事者２名、農家台帳には自作地、小作地はありま

せんが、相対契約で６，７４９㎡耕作され、水稲、露地野菜を主体とした経営を

されています。 

 農業従事日数は１５０日で、農業機械の所有状況は、トラクター、草刈り機各

２台、田植機、管理機、コンバイン、乾燥機、動噴各１台となっています。 

 

 次に受付番号１５９号の貸し人はＫ・Ｋさん、Ｈ県在住の方です。 

 申請地は、 

 田代川原字平石前１６９番、地目は田、地籍は９０７㎡です。 

貸付期間は、平成２６年１２月１５日から平成３１年１２月１４日までで、使

用貸借のため、小作料金はありません。 

 借り人は、受付番号１５８号と同じＯ・Ｋさんです。 

 次に、受付番号１６０号から１６２号の貸し人はＫ・Ｋさん、Ｈ自治会在住の

方です。 

 申請地は、１６０号が田代川原字平石前１０９番１、地目は田、地籍は５０３

㎡、１６１号が田代川原字平石前１０９番２、地目は田、地籍は４２０㎡、１６

２号が田代川原字平石前１０９番３、地目は田、地籍は９４１㎡で、３筆の合計

が、１，８６４㎡となっています。 

貸付期間は、平成２６年１２月１日から平成３１年１２月１４日までで、小作

料金は全部で米２俵となっています。 

借り人はＡ・Ｓさん、Ｕ自治会在住の方です。 

 経営状況は、世帯員３名、従事者１名、自作地３，００７㎡、小作地３，３３

９㎡で、水稲を主体とした経営をされています。 

 農業従事日数は３００日で、農業機械の所有状況は、トラクター、コンバイン、

田植機、バインダー、管理機各１台、乾燥機４台となっています。 

 受付番号１５８号から１６２号の担当調査員は、７番 毛下委員です。 

 

 次に、受付番号１６３号の貸し人はＯ・Ｔさん、Ｙ自治会在住の方です。 

申請地は、馬場字ホケノ頭６１３０番１、地目は畑、地籍は７，６５７㎡の内、

１，０００㎡です。 

 貸付期間は、平成２６年１１月１日から平成３１年１２月１４日までで、小作

料金は１０，０００円となっています。 

 借り人は、Ｔ・Ｙさん、Ｋ自治会在住の方です。 



 経営状況は、世帯員２名、従事者１名、雇用が６名で２００日、自作地１４，

３６１㎡、小作地４０，１８６㎡で、甘しょを主体とした経営をされています。 

 農業従事日数は３００日で、農業機械の所有状況は、トラクター３台、コンバ

イン、トラック、芋堀機各１台となっています。 

 

次に、受付番号１６４号の貸し人はＮ・Ｓさん、Ｄ自治会在住の方です。 

申請地は、城元字菖蒲ケ迫４，２８４番２、地目は畑、地籍は１，９００㎡の

内、３００㎡です。 

 貸付期間は、平成２６年１１月１日から平成３１年１２月１４日までで、小作

料金は３，０００円となっています。 

 借り人は、Ｎ・Ｋさん、Ｋ自治会在住の方です。 

 経営状況は、世帯員３名、従事者３名、自作地３０，３０９㎡、小作地８，９

０２㎡で、水稲・野菜を主体とした経営をされています。 

 農業従事日数は３００日で、農業機械の所有状況は、トラクター２台、田植機、

コンバイン各１台となっています。 

 受付番号１６３号、１６４号の担当調査員は、９番 安水委員です。 

 以上です。 

議 長  ただいま、事務局から説明がありましたが、順次、担当調査員の調査報告をお

願いいたします。 

先ず、受付番号１５７号について、６番 東郷委員お願いします。 

 

６番 

東郷委員 

報告いたします。Ｎ・Ｋさんは年齢から考えれば７１歳ということですが、元

気な人で、今でもバリバリやっております。農地の管理もきれいに出来ておりま

して、これは継続で、別なところもまた作ってもらいたいという大浦地さんの意

向もありましたけれども、今のところはこれで良いということで、とりあえず中

野一文さんは引き受けて頂きました。今までも農地はきれいに管理されておりま

したので何ら問題はないかと思います。よろしくお願いします。 

 

議 長 ありがとうございました。 

次に、受付番号１５８号から１６２号までを、７番 毛下委員お願いいたしま

す。 

 

７番 

毛下委員 

Ｏ・Ｋさんは、本業は自動車整備ですけれども、ほとんどお昼からやっている

ということで１５０日としました。水稲とか野菜を作っています。 



 このＴ・Ｓさん、Ｋさんの所は、Ｔさんは前回借りていた方がなくなられて今

度Ｏさんに借りて頂こうということで、Ｋさんも同じく今度Ｏさんに田んぼが隣

同士だったので借りて頂くように相談して、こういうことになりました。よろし

くお願いします。 

Ａ・Ｓさんは、お米を主体として本業でやっておられます。Ｋ・Ｋさんの所は

３筆なんですけれども１枚の田んぼになってて、今年の春から借りてらっしゃる

んですけれども、今度利用権を結ぶことになってこういうことになりました。 

よろしくお願いします。 

 

議 長 ありがとうございました。 

次に、１６３号、１６４号について、９番、安水委員お願いいたします。 

 

９番 

安水委員 

受付番号１６３番のＴ・Ｙさんは、焼酎用の加工用甘藷を主に作っている方で

す。ＴさんはＩ地区ではリーダー的な存在であり、いろんなことにも積極的に取

り組むような人です。それで何ら問題は無いかと思います。 

１６４番のＮ・Ｋさんは、いまＩ地区でトレビス、キャベツなどをグループで

作っているＡグループの一員でもあります。一生懸命取り組んでいる方で何ら問

題はないかと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

議 長 ありがとうございました。 

ただいま、各調査員から調査報告がありましたが、質疑はありませんか。 

 

１０番 

牧原委員 

Ｏさんは機械関係はトラクターとか、田植機とか、いっぱい機械関係はあるん

ですけれども、水稲と書いてあって自作地もなんも無いんですけれども、これは

無いんですか本当に。機械はいっぱい持っているけど。 

 

１４番 

貫見委員 

利用権設定を結んでいない所がかなりあるみたいです。いわば闇小作という

か。 

 

事務局 農地台帳の方に何も出てこなったのでいろいろと調べたんですけれども、相対

の契約で６反７畝程度の耕作をされているということでありました。 

 

１９番 

鈴 委員 

面積は関係ないんですか。利用権の場合は。 

事務局 基盤法の方は無いです。 

 

議 長 他に。 

 



委 員 （委員の中から「なし」の声） 

 

議 長 質疑なしと認めます。 

これから、議案第２２号のうち、受付番号１５７号から１６４号までを採決し

ます。 

お諮りします。 

議案第２２号のうち、受付番号１５７号から１６４号については、原案のとお

り決定することにご異議ありませんか。 

 

委 員 （委員の中から「異議なし」の声） 

 

議 長 異議なしと認めます。 

したがいまして、議案第２２号のうち、受付番号１５７号から１６４号につい

ては、原案のとおり決定しました。 

 

議 長 次に、議案第２２号のうち、受付番号１６５号から１７０号についてを議題と

します。 

事務局の説明をお願いします。 

 

事務局 それでは、議案第２２号のうち、受付番号１６５号から１７０号までを説明い 

たします。 

 まず、受付番号１６５号の貸し人はＭ・Ｓさん、Ｎ県在住の方です。 

申請地は、神川字岩渕１，０２６番２、地目は畑、地籍は３６８㎡です。 

 貸付期間は平成２６年１１月１日から平成３１年１２月１４日までで、小作料

金は３，０００円となっています。 

 借り人は、Ｎ・Ｙさん、Ｋ自治会在住の方です。 

 経営状況は、世帯員３名、従事者１名、雇用が２名で１００日、自作地１５，

０９６㎡、小作地１１，５１１㎡で、野菜を主体とした経営をされています。 

 農業従事日数は２８０日で、農業機械の所有状況は、管理機２台、トラクター、

耕運機各１台となっています。 

担当調査員は、１０番 牧原委員です。 

 

次の受付番号１６６号の貸し人はＨ・Ｔさん、Ｋ市在住の方です。 

申請地は、田代川原字白桃３，８９６番１、地目は畑、地籍は２，２８８㎡で

す。 

 貸付期間は、平成２６年１２月１５日から平成３６年１２月１４日までで、小

作料金は１０a当たり５，０００円となっています。 

 借り人は、Ｋ・Ｓさん、Ｉ自治会在住の方です。 



 経営状況は、世帯員４名、従事者２名、自作地１８，６０８㎡、小作地１７，

０５７㎡で、肉用牛を主体とした経営をされています。 

 農業従事日数は２５０日で、農業機械の所有状況は、トラクター、トラック、

軽トラック各１台となっています。 

 

次の受付番号１６７号の貸し人はＹ・Ｋさん、Ｆ自治会在住の方です。 

申請地は、田代川原字猪鹿倉６，５２９番、地目は田、地籍は７９７㎡です。 

 

 貸付期間は、平成２６年１２月２３日から平成３６年１２月１４日までで、小

作料金は米（籾）１俵となっています。 

 借り人は、Ｉ・Ｈさん、Ｉ自治会在住の方です。 

 経営状況は、世帯員１名、従事者１名、自作地１２，５１２㎡、小作地７９７

㎡で、水稲、肉用牛を主体とした経営をされています。 

 農業従事日数は３００日で、農業機械の所有状況は、トラクター、ロールベ

イラー、テッダー、モア、下刈り機、軽トラック各１台となっています。 

受付番号１６６号、１６７号の担当調査員は、１１番 元丸委員です。 

 

次の受付番号１６８号の貸し人は、Ｎ・Ｙさん、Ｈ自治会在住の方です。 

申請地は、田代麓字波原田１，４６２番、地目は田、地籍は２，０６８㎡です。 

 貸付期間は、平成２６年１２月１５日から平成３６年１２月１４日までで、小

作料金は１０，０００円となっています。 

 借り人は、Ｍ・Ｋさん、Ｎ自治会在住の方です。 

 経営状況は、世帯員３名、従事者３名、自作地２２，０８１㎡、小作地４８，

４８７㎡で、水稲、肉用牛を主体とした経営をされています。 

 農業従事日数は３００日で、農業機械の所有状況は、トラクター３台、軽ト

ラック、２tダンプ、へーベイラー、モア、各１台となっています。 

 

次の受付番号１６９号、１７０号の貸し人は、Ｓ・Ｉさん、Ｈ自治会在住の方

です。 

申請地は１６９号が、田代麓字原田３，０００番２、地目は田、地籍は１，１

３５㎡、１７０号が、田代麓字原田３，００１番２、地目は田、地籍は９４４㎡

で、２筆の合計が２，０７９㎡です。 

 貸付期間は、平成２６年１２月１５日から平成３１年１２月１４日までで、小

作料金は１０a当たり６，０００円となっています。 

借り人は、１６８号と同じＭ・Ｋさんです。 

受付番号１６８号から１７０号までの担当調査員は、１２番 鍋委員です 

以上です。 

 



議 長 ただいま、事務局から説明がありましたが、順次、担当調査員の調査報告をお

願いいたします。 

先ず、受付番号１６５号について、１０番 牧原委員、お願いいたします。 

 

１０番 

牧原委員 

 報告します。Ｎ・Ｙさんは良くご存じの方も多いと思います。野菜を中心に結

構大きく作っておられます。畑の利用状況も荒らされる畑もほとんど無く、もう

ほとんど野菜が植えられているような状況です。機械の状況、労働日数、何ら問

題は無いかと思われます。よろしくお願いいたします。 

 

議 長 ありがとうございました。 

次に、受付番号１６６号、１６７号について、１１番 元丸委員お願いいたし

ます。 

 

１１番 

元丸委員 

１６６番の借り人のＫ・Ｓさんですが、黒毛和牛の一貫経営をしております。

認定農家でもあり、田畑の管理もしっかりしていますので問題無いと思います。 

それから１６７号のＩ・Ｈさんも、早期水稲と黒毛和牛の生産の経営をなさっ

ておりまして、田畑の管理もしっかりなさっておりますので問題ないと思いま

す。よろしくお願いします。 

 

議 長  ありがとうございました。 

 次に、受付番号１６８号から１７０号までを、１２番 鍋委員お願いいたしま

す。 

 

１２番 

鍋委員 

説明します。借り人のＭ・Ｋさんは認定農業者であられまして、錦江町で定め

る農地の利用状況等も、息子さんが今２２歳ですが、後継者として帰られてから

更に一段と管理をされるようになり、また、従事日数も３００日と、それから意

欲・能力、先ほども言いました青年の後継者が出られたということで、非常に最

近は良い経営をされるようになっておりまして、何ら問題は無いと思います。 

よろしくお願いいたします。 

 

議 長 ありがとうございました。 

ただいま、各調査員から調査報告がありましたが、質疑はありませんか。 

 

委 員 （委員の中から「なし」の声） 



議 長 質疑なしと認めます。 

これから、議案第２２号のうち、受付番号１６５号から１７０号までを採決し

ます。 

お諮りします。 

議案第２２号のうち、受付番号１６５号から１７０号については、原案のとお

り決定することにご異議ありませんか。 

 

委 員 （委員の中から「異議なし」の声） 

 

議 長 異議なしと認めます。 

したがいまして、議案第２２号のうち、受付番号１６５号から１７０号につい

ては、原案のとおり決定しました。 

 

議 長 次に、議案第２２号のうち、受付番号１７１号から１９４号についてを議題と

します。 

事務局の説明をお願いします。 

 

事務局 それでは、議案第２２号のうち、受付番号１７１号から１９４号までを説明い 

たします。 

 まず、受付番号１７１号の貸し人はＭ・Ｍさん、Ｋ自治会在住の方です。 

申請地は、神川字原田３，２０３番２、地目は田、地籍は１，１８６㎡です。 

 貸付期間は、平成２６年１０月２１日から平成２９年１２月１４日までで、小

作料金は２０，０００円となっています。 

 借り人は、Ａ・Ｈさん、Ｋ自治会在住の方です。 

 経営状況は、世帯員２名、従事者２名、自作地２，５６８㎡、小作地１２，７

８８㎡で、水稲、野菜を主体とした経営をされています。 

 農業従事日数は３００日で、農業機械の所有状況は、軽トラック２台、トラク

ター、管理機各１台となっています。 

  

 次の受付番号１７２号の貸し人はＩ・Ｓさん、Ｋ自治会在住の方です。 

申請地は、神川字北鶴２，６６６番、地目は田、地籍は１，７３５㎡です。 

 貸付期間は、平成２６年１２月１５日から平成２９年１２月１４日までで、小

作料金は米８俵となっています。 

 借り人は、受付番号１７１号と同じＡ・Ｈさんです。 

  

 次の受付番号１７３号、１７４号の貸し人はＦ・Ｈさん、Ｋ自治会在住の方で

す。 

申請地は１７３号が、神川字原田３，２０２番４、地目は田、地籍は９４３㎡、 



１７４号が、神川字ヤ子添３，２４６番４、地目は田、地籍は７１６㎡で、２筆

の合計が１，６５９㎡となっています。 

 貸付期間は、平成２６年１２月１５日から平成２９年１２月１４日までで、小

作料金は全部で３０，０００円となっています。 

 借り人は、受付番号１７１号と同じＡ・Ｈさんです。 

 

 次の受付番号１７５号の貸し人はＭ・Ｓさん、Ｏ府在住の方です。 

 申請地は神川字瀧ノ上５，１６５番１、地目は畑、地籍は３，８３６㎡の内、

２，０００㎡です。 

 貸付期間は、平成２６年１２月１５日から平成３１年１２月１４日までで、小

作料金は１０，０００円となっています。 

借り人は、Ｙ・Ｈさん、Ｋ自治会在住の方です。 

 経営状況は、世帯員２名、従事者２名、自作地５７８㎡、小作地２，０００㎡

で、花木を主体とした経営をされています。 

 農業従事日数は３００日で、農業機械の所有状況は、軽トラック・動噴各１台

となっています。 

  

 次の受付番号１７６号の貸し人はＭ・Ｈさん、Ｋ自治会在住の方です。 

 申請地は神川字大内瀧７，３３６番１、地目は畑、地籍は２，４９９㎡です。 

 貸付期間は、平成２６年１２月１５日から平成３２年１２月１４日までで、小

作料金は１７，０００円となっています。 

借り人は、Ｋ・Ｈさん、Ｋ自治会在住の方です。 

 経営状況は、世帯員３名、従事者２名、雇用が１名で３００日、自作地１８，

５１５㎡、小作地１９，５２３㎡で、肉用牛を主体とした経営をされています。 

 農業従事日数は３００日で、農業機械の所有状況は、トラクター５台、トラッ

ク３台、ホイルローラー、ボブキャット各１台となっています。 

受付番号１７１号から１７６号までの担当調査員は、１３番 徳永委員です。 

 

次の受付番号１７７号、１７８号の貸し人はＫ・Ｔさん、Ｔ自治会在住の方です。 

 申請地は１７７号が、田代川原字平原１，８８１番、地目は畑、地籍は２，８

０４㎡、１７８号が田代川原字長尾２，６７４番３、地目は畑、地籍は１，２８

８㎡で、２筆の合計は４，０９２㎡となっています。 

 貸付期間は、平成２６年１１月１日から平成３６年１２月１４日までで、使用

貸借のため、小作料金は発生しません。 

借り人は、Ｋ・Ｔさん、Ｔ自治会在住の方です。 

 経営状況は、世帯員３名、従事者３名、自作地６，３７０㎡で、野菜を主体と

した経営をされています。 

 農業従事日数は１８０日で、農業機械の所有状況は、トラクター、軽トラッ



ク、動噴、下刈り機、噴霧器各１台となっています。 

 

次の受付番号１７９号、１８０号の貸し人はＨ・Ｔさん、Ｈ自治会在住の方で

す。 

 申請地は１７９号が田代川原字早瀬原３，６３７番１、地目は畑、地籍は３，

５０６㎡、１８０号が田代川原字早瀬原３，６３９番１、地目は畑、地籍は２，

７７９㎡で、２筆の合計は６，２８５㎡となっています。 

 貸付期間は、平成２６年１１月１日から平成３６年１２月１４日までで、使用

貸借のため、小作料金は発生しません。 

借り人は、Ｈ・Ｓさん、Ｈ自治会在住の方です。 

 経営状況は、世帯員５名、従事者２名、自作地２２，９２７㎡、小作地４，０

０５㎡、雇用が３名で２０日、野菜を主体とした経営をされています。 

 農業従事日数は３００日で、農業機械の所有状況は、トラクター、下刈り機

各２台、軽トッラク、管理機各１台となっています。 

 

次の受付番号１８１号から１８６号の貸し人はＮ・Ｍさん、Ｈ自治会在住の方

です。 

 申請地は１８１号が田代川原字馬庭原６３４番、地目は田、地籍は１，０５７

㎡、１８２号が田代川原字下谷河３，４１１番、地目は田、地籍は８５５㎡、１

８３号が田代川原字釜牟田３，５２４番、地目は田、地籍は１２２㎡、１８４号

が田代川原字釜牟田３，５３５番１、地目は田、地籍は４５６㎡、１８５号が田

代川原字釜牟田３，５３８番１、地目は田、地籍は３１２㎡、１８６号が田代川

原字釜牟田３，５３９番１、地目は田、地籍は３１７㎡で、６筆の合計は３，１

１９㎡となっています。 

 貸付期間は、平成２６年１１月１日から平成３６年１２月１４日までで、使用

貸借のため、小作料金は発生しません。 

借り人は、Ｎ・Ｔさん、Ｈ自治会在住の方です。 

 経営状況は、世帯員３名、従事者２名、自作地１５，９７９㎡、小作地６，８

９７㎡、ブロイラー、水稲、露地野菜を主体とした経営をされています。 

農業従事日数は３００日で、農業機械の所有状況は、トラクター、軽トラック、

ショベル、管理機各１台となっています 

 

次の受付番号１８７号、１８８号の貸し人はＨ・Ｍさん、Ｈ自治会在住の方で

す。 

 申請地は１８７号が田代川原字上ノ平原３，８２５番、地目は畑、地籍は７３

５㎡、１８８号が田代川原字上ノ平原３，８３１番、地目は畑、地籍は１，６４

９㎡で、２筆の合計は２，３８４㎡となっています。 

 貸付期間は、平成２６年１１月１日から平成３６年１２月１４日までで、使用



貸借のため、小作料金は発生しません。 

借り人は、１８１号からと同じＮ・Ｔさんです。 

 

次の受付番号１８９号から１９２号の貸し人はＹ・Ｉさん、Ｇ自治会在住の方

です。 

 申請地は１８９号が田代川原字早瀬１，１０２番１、地目は田、地籍は７３１

㎡、１９０号が田代川原字鎮守ケ尾３，００９番１、地目は田、地籍は５４２㎡、

１９１号が田代川原字鎮守ケ尾３，０１１番１、地目は田、地籍は１５１９㎡、

１９２号が田代川原字鎮守ケ尾３，０１２番２、地目は畑、地籍は３１２㎡で、

４筆の合計は３，１０４㎡となっています。 

 貸付期間は、平成２６年１１月１日から平成３６年１２月１４日までで、使用

貸借のため、小作料金は発生しません。 

借り人は、Ｙ・Ａさん、Ｇ自治会在住の方です。 

 経営状況は、世帯員３名、従事者１名、自作地９，１８３㎡で、水稲を主体と

した経営をされています。 

 農業従事日数は１８０日で、農業機械の所有状況は、田植機、バインダー、

軽トラック、動噴各１台となっています 

 

次の受付番号１９３号の貸し人はＯ・Ｋさん、Ｓ自治会在住の方です。 

 申請地は、田代川原字宮前３５４番１、地目は田、地籍は９０３㎡となってい

ます。 

 貸付期間は、平成２６年１１月１日から平成３１年１２月１４日までで、小作

料金は米（籾）２俵となっています。 

借り人は、Ｔ・Ｋさん、Ｔ自治会在住の方です。 

 経営状況は、世帯員３名、従事者２名、雇用が１名で３０日、自作地２３，２

７８㎡、小作地９，９５１㎡で、肉用牛を主体とした経営をされています。 

 農業従事日数は３００日で、農業機械の所有状況は、トラクター、モア、コ

ンバイン、バインダー、ロールベイラー各１台となっています。 

 

次の受付番号１９４号の貸し人はＯ・Ｎさん、Ｓ自治会在住の方です。 

 申請地は、田代川原字宮前３３７番１、地目は田、地籍は１，３４４㎡となっ

ています。 

 貸付期間は、平成２６年１１月１日から平成２９年１２月１４日までで、小作

料金は米（籾）２俵となっています。 

借り人は、Ｙ・Ｙさん、Ｔ自治会在住の方です。 

 経営状況は、世帯員３名、従事者１名、自作地１，７１９㎡、小作地２，５３

５㎡で、水稲を主体とした経営をされています。 

 農業従事日数は１５０日で、農業機械の所有状況は、コンバイン、田植機、



軽トラック、動噴各１台となっています。 

受付番号１７７号から１９３号までの担当調査員は、１４番 貫見委員です。 

以上です。 

 

議 長 ただいま、事務局から説明がありましたが、順次、担当調査員の調査報告をお

願いいたします。 

先ず、受付番号１７１号から１７６号について、１３番 徳永委員、お願いい

たします。 

 

１３番 

徳永委員 

１７１号から１７４号の借り人のＡ・Ｈさんは、露地野菜を中心に経営されて

います。自分の場所あるいは借りている所、良く管理をされていますし、問題は

無いと思います。ただ１７１号のＭ・Ｍさんの分は新規になっておりますが、こ

の田んぼは今耕作している田んぼの隣の隣接している田んぼでして、Ｍさんの方

が高齢ということで経営を縮小して行くということから、このＡさんにお願いし

て借りることになっております。残る１７２号から１７４号は継続です。 

１７５号のＹ・Ｈさんは８０歳に近いんですが、この土地はシキミを植えてお

ります。１０年前にシキミの契約をされまして今回初めての更新の時期です。Ｙ

さんはこのシキミの土地２反部以外には自分の田んぼだけしかないんですが、後

５年ぐらいはシキミを続けたいという意向でありましたので、継続でお願いをし

ているところです。自分のシキミの場所は畑ですけれども、良く周囲のことと含

めて管理をされております。 

１７６号のＫ・Ｈさんは畜産農家です。ご存じの方多いと思いますが、この方

も自分の飼料畑、借りているところの飼料畑、田んぼを含めて良く管理をされて

おります。従業員を含めて夫婦３人でされておりますが、Ｍさんの場所も問題な

いと思います。 

 

議 長 ありがとうございました。 

次に、受付番号１７７号から１９４号について、１４番 貫見委員お願いいた

します。 

 

１４番 

貫見委員 

報告いたします。１７７号、１７８号のＫ・ＴさんとＫ・Ｔさんは親子関係で

ございます。それと１７９号と１８０号のＨ・Ｓさん、この方も親子関係でござ

います。１８１号から１８６号のＮ・Ｔさんも親子関係でございます。そして１

８７号、１８８号の借り人はＮ・Ｔさんでございます。これは 



 農業者年金受給のための全てが経営移譲でございます。そして全ての農地も草払

いをしたり、良く耕運されたりして管理はされております。 

それと次の頁の１８９号から１９２号の借り人のＹ・Ａさん、この方も親子関

係で農業者年金受給のための経営移譲でございます。そして農地の方も耕運をさ

れております。 

１９３号の借り人のＴ・Ｋさんは、肉用牛を主体として経営をされていまして、

７５歳という年齢ではありますが地域のリーダー的な人でございまして、意欲と

能力の持った方で、農地の方も良く管理されております。 

１９４号の借り人のＹ・Ｙさんは林業の仕事をされておりまして、仕事が終わ

ってから、それから休みを利用されまして水稲の方を耕作されております。この

方も意欲と能力のある方で、農地の方も良く管理をされておりますので、問題は

無いかと思います。以上です。 

 

議 長 ありがとうございました。 

只今、各調査員から調査報告がありましたが、質疑はありませんか。 

 

委 員 （委員の中から「なし」の声） 

 

議 長 質疑なしと認めます。 

これから、議案第２２号のうち、受付番号１７１号から１９４号までを採決し

ます。 

お諮りします。 

議案第２２号のうち、受付番号１７１号から１９４号については、原案のとお

り決定することにご異議ありませんか。 

 

委 員 （委員の中から「異議なし」の声） 

 

議 長 異議なしと認めます。 

したがいまして、議案第２２号のうち、受付番号１７１号から１９４号につい

ては、原案のとおり決定しました。 

 

議 長 次に、議案第２２号のうち、受付番号１９５号から２０７号についてを議題と

します。 

事務局の説明をお願いします。 

 

事務局 それでは、議案第２２号のうち、受付番号１９５号から２０７号までを説明い 

たします。 

 まず、受付番号１９５号の貸し人はＫ・Ｈさん、Ｋ市在住の方です。 



申請地は、馬場字平和平９６７番１、地目は田、地籍は２０９㎡です。 

 貸付期間は、平成２６年１２月１５日から平成２９年１２月１４日までで、使

用貸借のため小作料金は発生しません。 

 借り人は、Ｔ・Ｓさん、Ｉ自治会在住の方です。 

 経営状況は、世帯員２名、従事者２名、自作地４，４２７㎡、小作地２０９㎡

で、水稲を主体とした経営をされています。 

 農業従事日数は２５０日で、農業機械の所有状況は、トラクター、軽トラック、

管理機各１台となっています。 

 

次の受付番号１９６号の貸し人はＫ・Ｓさん、Ｋ市在住の方です。 

申請地は、馬場字深山ケ平５，４０２番１、地目は田、地籍は８０７㎡です。 

 貸付期間は、平成２６年１２月１５日から平成２９年１２月１４日までで、小

作料金は米２俵となっています。 

 借り人は、Ｅ・Ｋさん、Ｈ自治会在住の方です。 

 経営状況は、世帯員２名、従事者１名、自作地２，３２１㎡、小作地８０７㎡

で、水稲を主体とした経営をされています。 

 農業従事日数は２００日で、農業機械の所有状況は、トラクター、軽トラック、

田植機、ハーベスター各１台となっています。 

 

次の受付番号１９７号、１９８号の貸し人はＨ・Ｔさん、Ｋ市在住の方です。 

申請地は１９７号が、馬場字山ノ口５，３８４番１、地目は田、地籍は５３６

㎡、１９８号が馬場字岩迫５，４２７番、地目は田、地籍は９６８㎡で、２筆の

合計は１，５０４㎡となっています。 

 貸付期間は、平成２６年１２月１５日から平成２９年１２月１４日までで、小

作料金は全部で米２俵となっています。 

 借り人は、Ｏ・Ｉさん、Ｈ自治会在住の方です。 

 経営状況は、世帯員２名、従事者２名、自作地２，９２８㎡、小作地１，５０

４㎡で、水稲を主体とした経営をされています。 

 農業従事日数は２００日で、農業機械の所有状況は、トラクター、田植機、コ

ンバイン、管理機各１台となっています。 

受付番号１９５号から１９８号までの担当調査員は、１５番畠中委員です。 

 

次の受付番号１９９号の貸し人はＺ・Ｓさん、Ｋ自治会在住の方です。 

申請地は、馬場字柳ケ迫３，１４６番、地目は畑、地籍は１，８７４㎡です。 

 貸付期間は、平成２６年１２月１５日から平成３１年１２月１４日までで、小

作料金は１０ａ当たり５，０００円となっています。 

 借り人は、Ｓ・Ｋさん、Ｓ自治会在住の方です。 

 経営状況は、世帯員４名、従事者３名、雇用が１０名で１５０日、自作地３９，



９８７㎡、小作地９１，５１１㎡で、甘しょ、茶を主体とした経営をされていま

す。 

 農業従事日数は３００日で、農業機械の所有状況は、トラック５台、トラクタ

ー、管理機各３台、掘取り機２台、防除機１台となっています。 

担当調査員は、１９番 鈴委員です。 

 

次の受付番号２００号から２０５号の貸し人はＡ・Ｙさん、Ｆ自治会在住の方

です。 

 申請地は２００号が神川字上榎木迫１，４９３番、地目は畑、地籍は１，２１

８㎡、２０１号が神川字上榎木迫１，４９４番、地目は畑、地籍は１，０７１㎡、

２０２号が神川字上榎木迫１，４９５番、地目は畑、地籍は１，３５０㎡、２０

３号が神川字上榎木迫１，４９６番、地目は畑、地籍は１，９４１㎡、２０４号

が神川字上榎木迫１，４９７番、地目は畑、地籍は２，７７３㎡、２０５号が神

川字上榎木迫１，４９８番、地目は畑、地籍は３，１５０㎡で、６筆の合計は１

１，５０３㎡となっています。 

 貸付期間は、平成２６年１２月１５日から平成３１年１２月１４日までで、小

作料金は全部で２００，０００円となっています。 

借り人は、Ｉ・Ｓさん、Ｋ市在住の方です。 

 経営状況は、世帯員１名、従事者１名、自作地２，３５０㎡、小作地４０，８

２３㎡で、茶を主体とした経営をされています。 

 農業従事日数は３００日で、農業機械については、Ｅ生産組合の共同利用と

なっています 

 

次の受付番号２０６号の貸し人はＯ・Ｅさん、Ｓ自治会在住の方です。 

申請地は、城元字森山１，３１４番２、地目は田、地籍は１，６２３㎡です。 

 貸付期間は、平成２６年１２月１５日から平成３１年１２月１４日までで、小

作料金は５０，０００円となっています。 

 借り人は、Ｋ・Ｋさん、Ｓ自治会在住の方です。 

 経営状況は、世帯員４名、従事者１名、雇用が４名で６０日、小作地２３，４

４９㎡で、水稲、バレイショを主体とした経営をされています。 

 農業従事日数は３００日で、農業機械の所有状況は、トラクター、軽トラック、

防除機各２台、トラック、コンバイン、田植機各１台となっています。 

 

次の受付番号２０７号の貸し人はＯ・Ｔさん、Ｓ自治会在住の方です。 

申請地は、城元字森山１，３１４番３、地目は田、地籍は６２８㎡です。 

 貸付期間は、平成２６年１２月１５日から平成３１年１２月１４日までで、小

作料金は２１，０００円となっています。 

 借り人は、２０６号と同じＫ・Ｋさんです。 



 受付番号２００号から２０７号のまでの担当調査員は、２０番 本釜委員で

す。 

以上です。 

 

議 長 ただいま、事務局から説明がありましたが、順次、担当調査員の調査報告をお

願いいたします。 

先ず、受付番号１９５号から１９８号について、１５番 畠中委員、お願いい

たします。 

 

１５番 

畠中委員 

報告をします。１９５号のＴさんは７９歳ですが、農地の利用状況も良く、何

ら問題ないと思います。 

１９６号ですが、Ｅさんも歳が行っていますが、Ａに息子さんがおられて田植

等は、息子さんが中心になって作業されています。農地の利用状況も良く問題は

ないと思います。 

１９７、１９８ですが、この土地は以前、Ｉさんの父親が借りた土地なんです

が、亡くなられましてＩさんが甘藷作りをしながら引き継がれました。農業に対

する意欲があり問題ないと思います。よろしくお願いします。 

 

議 長 ありがとうございました。 

次に、受付番号１９９号について、１９番 鈴委員お願いいたします。 

 

１９番 

鈴委員 

１９９番の借り人のＳ・Ｋさんは若手の農業従事者でございまして、非常に意

欲のある元気な方でございます。何ら問題はないと思います。 

 

議 長 ありがとうございました。 

次に、受付番号２００号から２０７号について、２０番 本釜委員お願いいた

します。 

 

２０番 

本釜委員 

受付番号２００番から２０５番を報告いたします。こちらは同じ場所に茶園が

ございましてＳ・Ｙさんが借りられていましたが、お茶生産を辞められましたの

で、Ｉ・Ｓさんがその後を借りたいということで、Ａさんの方がそのようにして

下さいということでした。 

受付番号２０６番と２０７番なんですが、この方は親子で、同じ形で継続して

もらいたいということで、借り人のＫさんはネギ等を主体に多彩な農業経営をさ

れており、４名の雇用をされており、認定農業者でもあり、何も問題はないと思

います。 

 



議 長 ありがとうございました。 

ただいま、各調査員から調査報告がありましたが、質疑はありませんか。 

 

委 員 （委員の中から「なし」の声） 

 

議 長 質疑なしと認めます。 

これから、議案第２２号のうち、受付番号１９５号から２０７号までを採決し

ます。 

お諮りします。 

議案第２２号のうち、受付番号１９５号から２０７号については、原案のとお

り決定することにご異議ありませんか。 

 

委 員 （委員の中から「異議なし」の声） 

 

議 長 異議なしと認めます。 

したがいまして、議案第２２号のうち、受付番号１９５号から２０７号につい

ては、原案のとおり決定しました。 

 

議 長 「議案第２３号 非農地証明願いについて」を議題とします。 

事務局の説明をお願いします。 

 

事務局 それでは、議案第２３号 非農地証明願いについて」を説明いたします。 

受付番号７号の申請人は、Ｎ・Ｍさん、Ｈ自治会在住の方です。 

申請地は、 

１件目が田代川原字後迫西１，７７２番３、地籍は３，２６２㎡、 

２件目が田代川原字後迫西１，７７２番４、地籍は１，５０３㎡、 

３件目が田代川原字牧ノ原３，４９３番１、地籍は５，７７１㎡、 

この３筆については、地目は台帳では畑となっていますが、現況は山林であり

ます。 

この件については、１７日に貫見委員、毛下委員、事務局で現地地調査を行っ

たところです。 

担当調査委員は、１４番 貫見委員です。 

 

次の受付番号８号の申請人は、Ｙ・Ｈさん、Ｂ自治会在住の方です。 

申請地は、 

１件目が田代麓字立神５，１４７番１７５、地籍は８１６㎡、 

２件目が田代麓字立神５，１４７番４１７、地籍は３，６２６㎡、 

この２筆については、地目は台帳では畑となっていますが、現況はそれぞれ原



野、山林となっています。 

この件につきましても、１７日に基委員、東郷委員、事務局で、現地調査を行

ったところです。 

担当調査委員は、２番 基委員です。 

以上です。 

 

議 長 ただいま、事務局から説明がありましたが、順次、担当調査員の調査報告をお願

いいたします。 

先ず、受付番号７号について、１４番 貫見委員お願いいたします。 

 

１４番 

貫見委員 

 報告いたします。１０月の１７日に事務局と毛下委員と立ち合いで現地確認をい

たしました。この上の２筆の方は杉が１０年ぐらいなっているかと思われました。

そして３分の１ぐらいは竹山で手も付けられないような場所で、隣も山で日当たり

の悪い所で農地に返しても借り手の無いような所でございますので、非農地で認め

ざるを得ないかとおもいました。 

 それと牧ノ原の所ですが、最初柿を植えられていましたけれども、その合い中に

杉を植えられまして、ここも木も１５年ぐらいなっているような杉でございました。

ここも周りは山で日当たりも悪くて、畑に返しても誰も借り手の無いような場所で

すので、ここも非農地として認めざるを得ないと思いました。以上です。 

 

議 長 ありがとうございました。 

次に受付番号８号について、２番 基委員お願いいたします。 

 

２番 

基 委員 

 報告いたします。貫見委員と一緒で１０月１７日に４人で、東郷さんと現地を確

認に参りました。場所的には大原にあります山茶香茶工場の川後と申しますか、山

間のところであります。畑ということでございますけれども、３０年ぐらい前から

杉は生えておりました。そして又、その３分の１は原野でございました。私が覚え

ている時分で３４・５年前は茶を植えておられましたけれども、それから手付かず

の状態で、放棄地といった状態であって、今は手を付けられない状態でした。非農

地として認めざるをえない現状にありました。以上です。 

 

議 長 ありがとうございました。 

ただいま、各担当調査委員から調査報告がありましたが、質疑ありませんか。 

 

委 員 （委員の中から「なし」の声） 

 

議 長 質疑なしと認めます。 

これから、「議案第２３号 非農地証明願いについて」を採決します。 



採決は、受付事案ごとに行います。 

お諮りします。 

受付番号７号については、願いのとおり非農地とすることにご異議ありません

か。 

委 員 （委員の中から「異議なし」の声） 

 

議 長 異議なしと認めます。 

したがいまして、受付番号７号については、願いのとおり非農地とすることに

決定しました。 

 

議 長 次に、受付番号８号を採決します。 

お諮りします。 

受付番号８号については、願いのとおり非農地とすることにご異議ありません

か。 

 

委 員 （委員の中から「異議なし」の声） 

議 長 異議なしと認めます。 

したがいまして、受付番号８号については、願いのとおり非農地とすることに

決定しました。 

 

議 長 以上で、平成２６年１０月錦江町農業委員会定例総会の附議事項の協議を終了

いたします。 

 

 

錦江町農業委員会会議規則第２３条第２号の規定により署名する。 
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